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びん類

かん類

ペット
ボトル

古紙類
古布類

小型家電類

その他

粗大ごみ

有害ごみ

土砂瓦礫類

◎可燃ごみ　　　　　　　　　　（２回／週）

◎プラスチックごみ　　　（毎週水曜日）

◎ 資源ごみ

◎資源ごみストックヤードへ搬入できるごみ

◎最終処分場へ搬入できるごみ

〇町では回収できないごみ

◎不燃ごみ　　　　　　　　　　（１回／月）
※	指定袋の表面に氏名を記入し、回収日の午前８時までに指定された場所へ出してください。

※	指定袋の表面に氏名を記入し、回収日の午前８時までに指定された場所へ出してください。

生ごみ ガラス食器

革製品 その他
・	傘は布・ビニール部分を外してください。また、指定袋に入らないものは粗大ごみに
出してください。

・	刃物類の刃の部分は紙などで包んでください。
　資源ごみ（びん類、かん類など）は入れないでください。

ティッシュなどの汚れた紙くずや
紙おむつ

鏡枝・葉 鍋・金物

プラスチック製品（※容器包装プラスチック以外の物）

排泄物は
トイレへ

金属類は取り除き
不燃ごみに。

（容器包装プラスチック）　　　　　　　⃝ 	（プラマーク）表示のあるもの		　　　	⃝プラマークの付いていない物もあります
ボトル類

（キャップははずして
出してください）

カップ・パック類 トレイ類

袋・ラップ・フィルム類

キャップ類

発泡スチロール

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

食品の容器や袋などは、
中身を取り除き、水洗
いしてから出してくだ
さい。きれいにならな
いものは可燃ごみに出
してください。

食品トレイは、スーパー
などが店頭で自主回収
していますので、でき
る限りご利用ください。

袋に入るサイズにして
ください。
紙ラベルは取れる範囲
で取り除いて出してく
ださい。

透明びん

アルミ缶

このマークのついているもの
だけを出してください。

新聞・古布・雑誌・雑紙・
段ボール・飲料用紙パック

家電４品目（冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、
エアコン、テレビ）以外の家電製品

廃食油

茶色びん

スチール缶

500㎖以上のペットボトルに
入れて出してください。
（外側ラベルをはがす）

スプレー缶

その他のびん
（黒・水色など）

・	中身をカラにし、水で軽くゆすいでください。
・	びんの王冠やキャップは不燃ごみに出してくだ
さい。

・	ビールびん、一升瓶は販売店店頭引取りをご利
用ください。　

・	化粧品のびん、油のびん・缶は不燃ごみに出し
てください。

・	新聞、雑誌、段ボール、飲料用紙パック、古布
は種類別に、指定日にお出しください。

・	本体と電源コードを切り離してお出しくださ
い。

・	乾電池は抜いてからお出しください。

・	スプレー缶は使いきってから、穴を開けずにお
出しください。

使いきってから
出してください。

ぼくが
水洗いする

・	搬入できるごみを事前に分別し、直接持ち込ん
でください。

・	資源ごみストックヤード受付で、「利用許可申
請書」に必要事項を記入してください。（印鑑
不要）
	 　時　間	：	午前９時～午後４時
	 　閉館日	：	月・火曜日、年末年始（12/31～ 1/4）

・	粗大ごみ搬入券に必要事項を記入し最終処分場
へ搬入できます。

・	各地区年4回
・	詳しくは粗大ごみ搬入券をご覧ください。

・	役場または笹尾連絡所（平日のみ）で、搬入許
可の手続きをしてください。
		搬入時間	：	午前 9時～午後4時
		閉鎖日	：	毎月9・15・21・28日、年末年始（12/28～ 1/3）

新聞紙・古布・雑誌・雑紙・段ボール・
飲料用紙パック・びん・缶・ペットボトル

蛍光管（球）　　乾電池　　小型家電類　	廃食油　　スプレー缶

ビデオテープ　　　　　　　　　カセットテープ

タンス　　ストーブ　　ソファー　　じゅうたん　　　布団　　　パソコン　　電話機　　電子レンジ

事業活動（事業所・商店・飲食店・工場など）に伴うごみ		…	町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に依頼してください。

蛍光灯　　　　　　蛍光球　　　　　　　体温計　　　　　乾電池（※拠点及び月１回の指定場所で回収）

土砂　　　　　　　ブロック　　　　　レンガ　　　　　　瓦

（水銀使用のもの） ・乾電池拠点収集場所
・役場
・笹尾連絡所
・文化センター

消火器 タイヤ
ホイール

農機具類
農業用シート

フロンを要する物
※除湿機等単　車 家電リサイクル品目

エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機等
①	販売店等の取扱店に依頼する
②	郵便局でリサイクル券を発行し、自分で指定場所まで
持っていく

③	取扱業者に依頼する　
	 等の方法があります。適正に処理してください。

東員町役場生活部　環境防災課　TEL	0594-86-2807
○	マナーを守って出してください。　○	ごみの減量、資源化にご協力ください。　○	分別などご不明な点はお問い合わせください。

※	指定袋の表面に氏名を記入し、回収日の午前８時までに指定された場所へ出してください。


